
電子入札システムを起動すると左
記の画面が表示されます。

利用者登録を行いたい発注機関を
選択します。

利用者登録手順

補足説明

利用者登録は競争入札参加資
格申請を行った発注機関（自
治体）ごとに行ってください。

※大分県への利用者登録
で大分県下すべての市町村の
入札が行えるわけではありま
せん。

「◎物品、役務」を選択します。

３

利用者登録手順

佐伯市を選択してください。

佐伯市



「利用者登録／電子入札」選択
画面（受注者用）が表示されま
す。

「利用者登録」を選択します。

電子入札システム 受注者クラ
イアント画面が表示されます。

※画面上部にある『年月日時
分』が表示されるまでお待ち
ください。

画面左にある「利用者登録処
理」ボタンを選択します。

※ここで、表示される時刻は使
用しているパソコンの時刻で
はなく、大分県共同利用型電
子入札サーバの時刻が表示さ
れています。

『年月日時分』が表示されるま
で他のボタンを押さないでくだ
さい。

利用者登録手順

時計が表示されないときは、下記をチェック！！

①電子入札補助アプリの許可URLサイトの設定は完了していますか？

設定の詳細はICカード購入先の認証局にご確認ください。

②ＩＣカードリーダは正常に動作していますか？
不具合がある場合はICカード購入先の認証局にお問い合わせください。

③ポップアップブロック等の設定が完了していますか？
大分県用度管財課のホームページをご確認ください。

４

ご利用のパソコン環境の確認
を行いたい場合は、
「クライアント要件確認」を
ご利用ください。



利用者登録メニュー画面が表示さ
れます。

「新規登録」ボタンを選択します。

PIN番号入力ダイアログが表示さ
れます。

ICカードをリーダに差込み、PIN
番号を入力後、「OK」ボタンを
選択します。

担当者名は省略
可能です。

利用者登録手順

補足説明

「登録内容変更」を選択す
ると利用者情報の変更が行
えます。登録内容に変更が
生じた場合はこちらから変
更を行ってください。

（P.11参照）

５



入力項目説明

■ 業者番号（ＩＤ）：（半角数字８桁で入力）

○業者番号（ＩＤ）は大分県から別途連絡があります。ご自分の業者番号を確認してください。
また、大分県下の市町村の利用者登録時も同じ番号になります。

○業者番号は、半角数字８桁での入力となります。「検索」ボタンをクリック後は頭にゼロが２つ付加され１０桁とな
りますが、異常ではありません。

○同一の名義で公共工事（工事またはコンサルタント）と物品・役務両方の入札参加資格をお持ちの場合は、それぞれ
別々に登録が必要です。
～工事、コンサルタント、物品・役務それぞれの業者番号を入力して、別々に登録してください。
（工事とコンサルタントは１枚のＩＣカードに両方の利用者登録は行えませんが、物品・役務は、工事またはコンサ

ルタントで既にお持ちのいずれか１枚のＩＣカードに利用者登録を行うことができます。）

○委任先が複数ある場合は、それぞれの委任先に業者番号が割り当てられますので、委任先ごとに準備したＩＣカード
で利用者登録を行います。

■ 商号又は名称 ：（全角で入力）

○入札参加資格登録している商号又は名称を入力してください。

○全角文字で入力してください。 「・」中点や、「□」スペースも全角文字入力を行います。

利用者登録手順

資格審査情報検索画面が表示されます。
下記の説明に従って「業者番号」と「商号又は名称」を入力後、「検索」ボタンを選択します。

６

大分物品株式会社

【訂正】
システム稼働当初に上記の注意書きが表示されますが誤りです。追って削除します。
登録済みの入札参加資格どおりに、省略せず「株式会社」等と入力してください。



利用者登録手順

1

4
ＩＣカード内の名義人情報
が表示されます

７

検索結果として登録済の情報が表示された「利用者登録」画面が表示されます。
次ページの注意事項に従って登録事項を入力して「入力内容確認」ボタンをクリックしてください。

3

2

佐伯市にチェックをいれてください。他の自治
体も同時にＩＣカード利用登録できますが、入札
参加資格に登録していない自治体を選んだり
、既にＩＣカード利用登録されている自治体を選
ぶとエラーがでます。



●入力に関しての注意事項

「発注機関選択」欄について
「発注機関選択」欄では、登録したい自治体にチェックを入れてください。チェックを入れた自治体に一度

の操作で登録をすることができます。

上段の「業者情報」欄および中段の「代表窓口情報」欄には、各自治体への“入札参加資格登録情報”が
初期表示されます。

※入札参加資格申請時に支店・営業所等で申請していれば、支店・営業所等の情報が表示されます。

メールアドレスについて
電子入札システムで“指名通知書”や“見積依頼通知書”を発行する場合は、「代表窓口情報」欄に入力
されている連絡先メールアドレスあてにお知らせメールが送付されます。
それ以外の通知は、すべて「ＩＣカード利用部署情報」欄の連絡先メールアドレスにお知らせメールが送
付されます。

※登録したメールアドレスが携帯電話やフリーメールなどのアドレスであった場合、お知らせメールが届
かない場合があります。プロバイダで契約しているメールアドレスの利用を推奨します。

「ＩＣカード利用部署情報」欄については、ＩＣカード情報以外の項目の入力が必要です。
この欄には、会社内の入札手続きの実務担当者の部署、氏名等を入力します。
なお、実務担当者情報が、中段（③）の「代表窓口情報」と同一の場合も、必ず同じ内容を入力してください。

※メール紛失やメール不着などの事故を防ぐためにも「代表窓口情報」と「ＩＣカード利用部署情報」の メー
ルアドレスは同一のものを登録することを推奨します。

※入札参加資格を本店から支店等に委任している場合、ICカード名義人は委任先の商号・代表者と同一である
必要があります。

＜注意＞
電子入札システムでは使用が禁止されている文字があります。
※代表的な使用禁止文字は、­（全角ハイフン）、－（全角マイナス）、—（全角ダッシュ）、①②③～丸数字です。

住所の入力などには使用しないでください。ー（全角長音）入力は可能です。

利用者登録手順

1
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利用者登録完了画面が表示さ
れます。

必要に応じて「印刷」ボタン
を押下し、利用者登録の内容
を出力してください。

「印刷」ボタンを押下すると
新規ウィンドウで利用者情報
の印刷画面が表示されます。

登録内容確認画面が表示されま
す。

入力内容を確認後に「登録」ボ
タンを選択します。

入力内容に誤りがあり修正した
い場合は、「戻る」ボタンを選
択し、前ページで修正してくだ
さい。

利用者登録手順

中 略

９



再び、利用者登録完了画面が
表示されます。
右上の「×」ボタンで画面を
終了します。

以上で、利用者登録は完了で
す。

利用者情報の印刷画面が表示
されます。

画面上で右クリックして表示
されるメニューの「印刷」ボ
タンで印刷します。

印刷終了後、右上の「×」ボ
タンを選択して画面を閉じま
す。

利用者登録手順

■利用者登録完了の確認メール

利用者登録が完了すると、数分後に電子入札システムから登録されたメールアドレスあてに、「利用者登録が正常に
完了」した旨のメールが送付されます。

※利用者登録の変更、ＩＣカードの更新を行った場合にも同様のメールが発行されます。
※このメールはシステムから自動送付されていますので、返信しないでください。

【補足】「利用者登録のお知らせ」メールが届かない場合は、メールアドレスの登録ミスが考えられます。
次の手順で登録内容を確認し、変更を行ってください。

（変更手順）
利用者登録→利用者登録処理と進み、“利用者登録メニュー”画面から”登録内容変更”を選択して、正し
いメールアドレスに修正してください。
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